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令和７年９月大竹市議会定例会（第４回）議案の概要（その２） 
 

 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 

１  認第８号 令和６年度大竹市一般会計決算 ○歳 入 総 額        １８３億１，８５６万２，３９４円 

○歳 出 総 額        １８０億  ３６０万２，０９０円 

○差 引 額          ３億１，４９６万  ３０４円 

○翌年度に繰り越すべき財源    １億４，６９２万３，５００円 

○基金繰入額           １億           円 

副 市 長 

 

２  認第９号 令和６年度大竹市国民健康保険特別会

計決算 

○歳 入 総 額         ２８億６，９９０万９，８２２円 

○歳 出 総 額         ２８億６，８０３万３，０３５円 

○差 引 額              １８７万６，７８７円 

○基金繰入額               １００万     円 

３  認第 10 号 令和６年度大竹市港湾施設管理受託特

別会計決算 

○歳 入 総 額            ７，９４２万８，６７６円 

○歳 出 総 額            ６，４９５万３，２５７円 

○差 引 額            １，４４７万５，４１９円 

４  認第 11 号 令和６年度大竹市土地造成特別会計決

算 

○歳 入 総 額          ７億７，７９９万２，０１４円 

○歳 出 総 額         １５億６，０１３万４，１６４円 

○差 引 額         △７億８，２１４万２，１５０円 
 
※ ７億８，２１４万２，１５０円の歳入不足については、翌年度の歳入

を繰り上げて充用した。 

５  認第 12 号 令和６年度大竹市介護保険特別会計決

算 

○歳 入 総 額         ２７億９，８２３万  ５０１円 

○歳 出 総 額         ２７億  ９６１万９，６８０円 

○差 引 額            ８，８６１万  ８２１円 

○基金繰入額             ３，０５１万２，１６７円 

６  認第 13 号 令和６年度大竹市後期高齢者医療特別

会計決算 

○歳 入 総 額          ５億９，３３２万２，２２３円 

○歳 出 総 額          ５億９，１２８万２，１９４円 

○差 引 額              ２０４万   ２９円 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 

７  報告第８号 令和６年度決算における健全化判

断比率及び資金不足比率の報告に

ついて 

（総務部企画財政課） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和６年度決算における

健全化判断比率及び資金不足比率について、報告するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

１ 令和６年度決算における健全化判断比率報告書 
 

総括表 
（単位：％）   

区 分 
実質赤字 

比 率 

連結実質赤字 

比 率 

実質公債費 

比 率 

将来負担 

比 率 

令和６年度決算 

健全化判断比率 
― ― １２．７ ６２．８ 

(早期健全化基準) （１３．７３） （１８．７３） （２５．０） （３５０．０） 

(財政再生基準) （２０．００） （３０．００） （３５．０）  

注 実質赤字額又は連結赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

  

＜参 考＞ 比率の概要 

区   分 概      要 

実質赤字比率 

（一般会計等の実質赤字の比率） 

市税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般

会計等について、歳出に対する歳入の不足額（いわゆる赤字額）を市の

一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したもの。 

連結実質赤字比率 

（全ての会計の実質赤字の比率） 

市全体としての歳出に対する歳入の不足額（全ての会計の赤字額と黒

字額を合算した全体としての赤字額）を、市の一般財源の標準的な規模

を表す標準財政規模の額で除したもの。 

実質公債費比率 

（公債費等の比重を示す比率） 

市の一般会計等の支出のうち、公債費や公債費に準じた経費（前年度

までに発行した地方債等の元利償還金）を市の標準財政規模を基本とし

た額で除したものの３ケ年間の平均値。 

将来負担比率 

（市債残高のほか一般会計等が将

来負担すべき実質的な負債を捉え

た比率） 

市の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債

にあたる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債の償還に

充てることができる基金等を差し引いたうえで、市の標準財政規模を基

本とした額で除したもの。 
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区 分 
実質赤字 

比 率 

連結実質赤字 

比 率 

実質公債費 

比 率 

将来負担 

比 率 

令和５年度決算 

健全化判断比率 
― ― １３．０  ９１．４ 

令和４年度決算 

健全化判断比率 
― ― １３．５ １２３．１ 

令和３年度決算 

健全化判断比率 
― ― １３．８ １３６．８ 

 

 

２ 令和６年度決算における資金不足比率報告書 
 

総括表               

                               （単位：％） 

区分 

法適用企業 法非適用企業 

宅地造成事業以外 宅地造成事業 

水道事業

会計 

工業用水道

事業会計 

下水道 

事業会計 

土地造成 

特別会計 

令和６年度決算 

資金不足比率 
－ － － － 

（経営健全化基準） （２０．０）※公営企業ごと 
 注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 
＜参 考＞ 比率の概要 

区   分 概      要 

資金不足比率 

（公営企業ごとの資金不足額

の比率） 

公営企業会計における資金不足額（一般会計

等の実質収支の赤字額にあたる）について、公

営企業の事業規模に対する比率を表したもの。 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 

８ 議案第 66 号 監査委員の選任の同意について 

（総務部総務課） 

監査委員 西村 一啓 氏が令和７年９月２９日をもって退職したが、

引き続き同氏を監査委員に選任することについて、市議会の同意を求める

もの。 

市 長 

 

 


